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１ 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部改正に

ついて 

８月８日、厚生労働省は大臣官房生活衛生・食品安全審議官名をもって各都道府県

知事等宛標記通知を出した。これは、調製液状乳にかかわる標記省令及び告示の改正

が８月８日公布され，同日施行されたことに伴う運用通知で、その主なものは次の通

り。 

１．乳等省令関係 

（１）生乳、牛乳若しくは、特別牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、

又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え液状にしたものを「調製

液状乳」として乳等省令に定義したこと。 

（２）成分規格として、「発育し得る微生物 陰性」を規定し、製造基準として、「保

存性のある容器に入れ、かつ、摂氏120 度で４分間加熱殺菌する方法又はこれと同

等以上の殺菌効果を有する方法により加熱殺菌」することを規定したこと。また、

同製法により製造されたものには、保存基準として、「常温を超えない温度で保

存すること」を規定したこと。 

（３）常温保存可能品である調製液状乳について現行の常温保存可能品である乳飲料

の大臣認定制度及び保存基準を同一に規定し、成分規格として「細菌数 ０」を規

定したこと。 

（４）容器包装については、現行の乳飲料等の容器包装又はこれらの原材料の規格及

び製造方法の基準と同一の規格基準等を規定したこと。 

（５）使用する原材料及び添加物等については、調製粉乳と同じく「乳又は乳製品の

ほか、その種類及び混合割合につき厚生労働大臣の承認を受けて使用するもの以

外のものを使用しないこと」を規定したこと。 

（６）調製液状乳に使用する原材料等に関する大臣承認については、「乳等に使用す

る添加物、乳等の容器包装等に係る厚生労働大臣の承認について」（平成９年１

月29日付け衛乳第27号）によること。 

（７）調製液状乳の常温保存可能品に係る大臣認定については、「乳及び乳製品の成

分規格等に関する省令の一部改正について（通知）」（平成23年８月31日付け食

安発0831第５号）によること。 

２．告示第370号関係 

乳等省令において、調製液状乳が新たに規定されたことから、添加物の使用基準

の一部を改正することとしたこと。 



2 

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000342402.pdf 

 

２ 特別用途食品における乳児用液体ミルクの許可基準設定について公表 

８月８日、消費者庁は、乳児用液体ミルクの普及実現に向けて、「健康増進法施行

令第３条第２号の規定に基づき内閣総理大臣が定める区分、項目及び額（消費者庁告

示）」及び「特別用途食品の表示許可等について（消費者庁次長通知）」を改正し、

特別用途食品における乳児用液体ミルクの許可基準を設定・施行し、公表した。その

主な内容は次の通り。 

・ 特別用途食品における乳児用調製乳の区分追加 

乳児用液体ミルクの名称を乳児用調製液状乳とした上で、新たに「乳児用調製乳」

の区分を追加し、その下に「乳児用調製粉乳」及び「乳児用調製液状乳」の区分を設

定。 

・ 乳児用調製液状乳の必要的表示事項を規定 

当該食品が母乳の代替食品として使用できるものである旨（ただし、乳児にとって

母乳が最良である旨の記載を行うこと。）、標準的な使用方法等の必要的表示事項を

新たに規定。 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/h

ealth_promotion_180808_0003.pdf 

 

３ 「特別用途食品の表示許可等について」の一部改正について 

８月８日、消費者庁は次長名をもって各都道府県知事等宛標記通知を出した。その

内容は次の通り。 

特別用途食品の表示許可等については、「特別用途食品の表示許可等について」

（平成29年３月31日消食表第188号 最終改正：平成29年10月30日消食表第529号）によ

り運用しておりますが、この度、乳児用液体ミルクについて、母乳代替食品としての

用に適する旨を表示するための特別用途食品の許可基準を策定し「特別用途食品の表

示許可等について」の一部を別紙新旧対照表のとおり改正しましたので、貴管下で所

管する事業者等の関係者に対して周知いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/h

ealth_promotion_180808_0004.pdf 

新旧対照表 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/h

ealth_promotion_180808_0006.pdf 

 

４ 平成29年度食料自給率及び食料自給力指標について 

8月8日、 農林水産省は標記自給率等を公表した。その主なものは次の通り。 

カロリーベース食料自給率について、平成29年度においては、平成28年に天候不順

で減少した小麦、てんさいの生産が回復した一方で、米について食料消費全体に占め

る米の割合が減少したことや、畜産物における需要増に対応し、国産品が増加したも

のの、輸入品がより増加したこと等により、前年度と同じく38％であった。 
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主な食品の自給率（％） 

米のうち主食用100、小麦14、ばれいしょ69、大豆7、野菜79、牛肉36、豚肉49、鶏肉64、

鶏卵96、牛乳・乳製品60、魚介類52 

なお、畜産物について、飼料自給率を考慮した場合の自給率（％） 

牛肉10、豚肉６、鶏肉８、鶏卵12、牛乳・乳製品26 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/anpo/180808.html 

平成29 年度食料需給表 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/anpo/attach/pdf/180808-1.pdf 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/anpo/attach/pdf/180808-1.pdf

